
平成 23 年 4 月 1 日 

東春信用金庫 

 金融の円滑化に関する基本方針及び体制の概要 

 

東春信用金庫では、法の施行を受け、「地域金融円滑化のための基本方針」を平成 22

年 1 月 20 日に制定し、地域の中小企業および個人のお客さまに必要な資金を安定的に

供給し、地域経済の発展に寄与するため、地域金融の円滑化に全力で取り組むことを基

本方針として、全金庫あげて金融円滑化の強化に取り組んでおります。 

 

   今般、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（以

下、金融円滑化法といいます。）第７条第１項に基づき、同法第４条から第６条までの

規定に基づく措置の実施状況を公表いたします。 

 

   尚、平成 22 年 5 月 14 日に公表いたしました、平成 22 年 3 月末における金融円滑化

法第４条から第６条までの規定に基づく措置の実施状況につきましては、その内容に

一部把握漏れ等がありましたことから、修正して公表させていただいております。 

 

第１ 金融円滑化の実施に関する方針の概要 

（1）取組方針 

    地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定

された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。 

私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合

には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、その

解決に向けて真摯に取り組みます。 

（2）金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備 

   当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、必要な態勢整備を図っており

ます。 

   また、金融円滑化の実施をより確実なものにするため、理事会・常務会等は金融

円滑化管理責任者からの付議・報告を受け、必要に応じて金融円滑化管理体制の周

知徹底、整備・改善等を指示いたします。 

（3）他の金融機関等との緊密な連携 

当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更

等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る

必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これ

らの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の



円滑化に努めてまいります。 

 

第２ 金融円滑化に関する対応状況を適切に把握するための体制の概要 

（1）態勢整備を図るために理事会等において決議した事項。（平成２２年１月２０日） 

① 金融円滑化管理方針・金融円滑化管理規程・金融円滑化管理マニュアルを制定

しました。 

 ② 審査部を金融円滑化管理部門としました。 

③ 審査担当役員を金融円滑化管理責任者に任命しました。 

    ④ 営業店の店長と融資役席を金融円滑化担当者に任命しました。 

（2）金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備 

① 事業資金・住宅ローンご利用のお客さまが、より相談しやすいように全営業店

に貸付条件変更相談窓口を、またお客さまへのきめ細やかな経営改善支援を行う

ため本部に経営改善支援専門部署を設置しました。 

② お客さまからのお借入の弁済負担軽減などのお申し出に迅速に対応するために、

お申し出の受付から完了までの進捗管理を徹底し、具体的な記録を適切に作成・

保存してまいります。 

（3）金融円滑化に係る報告体制等 

   ① 業務管理部及び営業店等は、条件変更などの受付状況については四半期毎に、

謝絶・取下げ理由、相談、苦情などについては随時、金融円滑化管理部門へ報告

し、金融円滑化管理責任者は報告された内容を検証・分析しその結果を常務会・

理事会等に報告いたします。 

   ② 金融円滑化管理責任者等は、業務管理部及び営業店等から報告を受けた情報、

または理事会・常務会等に対して報告を行った情報のうち、適切な金融円滑化の

実施にあたって必要と判断した情報については、関係業務部門及び営業店等に対

して還元し、共有いたします。 

（4）お客さまの事業価値を向上させるための研修等 

① 支店長・融資役席会議において、全営業店長、融資役席に対し一層の相談・支

援を強化し、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組むよう徹底しました。  

② 現場職員を対象に目利き研修等を実施し、本取組みに関し適切な対応を徹底い

たします。 

（5）その他 

① 本取組みに対し適切な対応を図るため、条件変更申込案件の本部報告、謝絶案

件等の管理など、管理態勢を一層強化しました。 

 

第３ 金融円滑化に関する苦情相談に適切に対応するための体制の概要 

お客さまからのご相談・苦情に対し、職員が適切かつ迅速に対処し、新規融資や貸



付条件の変更等のご相談・お申込みへの対応のうち、金融円滑化の趣旨に照らして、

不適切又は不適切なおそれのあるものについては、内容を適切に記録・保存し、金庫

全体で問題を共有し、改善に努めてまいります。 

ご相談・苦情等の本部・営業店受付窓口は下記のとおりです。 

 

ご意見・ご要望・苦情 

東春信用金庫  業務管理部 お客様相談室  (9：00～17：00) 

電話番号  ０５６８－７５－３０４８（直通） 

返済計画見直し等ご相談窓口 

  場  所      受付時間 連絡先 

9：00～17：00 
平 日   お取引営業店 

（15：00 以降は事前にご予約下さい）
  各営業店 

コンサルティングセンター 
日曜日 

  （味岡支店内） 
9：00～17：00 0568-77-1311 

 

第４ 中小企業のお客さまの事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うため

の体制の概要 

（1）経営改善支援や企業・事業再生支援の実施 

当金庫は、弁済負担軽減等を行った中小企業者のお客さまについて、定期的な訪問等

により、経営状況を継続的に確認させていただき、お客様にとって必要と判断した場

合には、できる限り経営相談・経営指導・経営改善計画策定サポートなどを通じて、

アドバイスの提供を行うなど経営改善支援、企業・事業再生支援に取り組んでまいり

ます。 

（2）経営改善支援や企業・事業再生支援の能力向上 

   当金庫は、弁済負担軽減等を行った中小企業者のお客さまについて、経営改善支援、

企業・事業再生支援などを行うため必要な教育研修、臨店指導などを行い、当金庫職

員の能力向上に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 



第５  法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名 東春信用金庫

　（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード 1566

　〔債務者が中小企業者である場合〕 　　　　　　　業態 信用金庫

　　　　　　　地域 東海

（単位：百万円）

平成21年
１２月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
12月末

平成24年
３月末

平成24年
６月末

平成24年
９月末

1,629 5,269 8,935 12,192 15,819 19,226 22,268 24,776

661 4,101 8,214 11,121 14,780 18,277 21,432 23,836

0 4 11 14 55 84 103 103

965 949 357 659 568 399 249 286

3 214 352 397 414 464 483 550

202 2,037 4,096 5,894 7,437 8,823 10,518 11,660

0 4 4 7 48 77 96 96

　（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

　〔債務者が中小企業者である場合〕
（単位：件）

平成21年
１２月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
12月末

平成24年
３月末

平成24年
６月末

平成24年
９月末

121 432 746 1,005 1,250 1,469 1,726 1,923

34 332 656 904 1,153 1,362 1,621 1,808

0 1 2 4 9 12 14 14

85 76 51 48 34 33 22 29

2 23 37 49 54 62 69 72

29 263 504 711 887 1,044 1,228 1,369

0 1 1 3 8 11 13 13

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権のうち実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権のうち実行に係る貸付債権の額



第６　法第５条に基づく措置の実施状況 金融機関名 東春信用金庫

　（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード 1566

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 　　　　　　　業態 信用金庫

　　　　　　　地域 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
１2月末

平成24年
３月末

平成24年
６月末

平成24年
９月末

73 333 566 682 835 835 866 911

0 94 294 464 543 588 643 653

0 8 9 17 17 44 44 44

73 146 126 22 95 24 0 32

0 83 135 178 178 178 178 180

　（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
１2月末

平成24年
３月末

平成24年
６月末

平成24年
９月末

6 28 43 52 60 61 62 68

0 7 20 33 37 40 42 43

0 1 2 3 3 5 5 5

6 13 8 1 5 1 0 4

0 7 13 15 15 15 15 16

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数


